
第 1回茅野富士見新校（仮称）再編実施計画懇話会 

 

日時：令和７年 12月 18日（木）    

午後６時から午後７時 30分まで 

会場：ゆいわーく茅野         

                                  

＜次第＞ 

１ 開 会 

２ 県教育委員会挨拶 

３ 自己紹介 

 ４ 茅野富士見新校（仮称）再編実施計画懇話会について 

（１）「懇話会」開催の趣旨について 

   （２）今後のスケジュール等について 

５ 座長選出 

６ 会議事項 

（１）「高校改革～夢に挑戦する学び～」の説明 

① 実施方針 

② 再編・整備計画【三次】 

③ 再編に関する基準等について（改訂版） 

（２）旧第７通学区に特化した有識者会議の報告 

（３）質疑応答及び意見交換 

７ その他 

    次回の予定  

【日時】 １月～３月中 

【場所】 富士見町内（予定） 

     【内容】 生徒による両校の取組み・学びの紹介（予定） 

８ 閉 会 







 

 

再編に関する基準等について（改訂前） 

 

１「都市部存立普通校」の基準について 

○募集定員 240 人以上が望ましく、さらに規模の大きさを活かせる募集定員 320 人

規模の学校の設置も目指す。 

○規模が縮小し、在籍生徒数が 520 人以下の状態が２年連続した場合には、再編対

象として、①他校との統合（新たな高校をつくる）、②募集停止のいずれかの方

策をとる。 

 

２「都市部存立専門校」の基準について 

○募集定員 120 人以上が望ましい。 

○規模が縮小し、在籍生徒数が 280 人以下の状態が２年連続した場合には、再編対

象として、①他校との統合（新たな高校をつくる）、②募集停止のいずれかの方策

をとる。 

 

３「中山間地存立校」の基準について 

○募集定員 120 人以上が望ましい。 

○在籍生徒数が 120 人以下の状態、もしくは、在籍生徒数が 160 人以下かつ卒業生

の半数以上が当該高校へ入学している中学校がない状態が２年連続した場合に

は、再編対象として、①他校との統合（新たな高校をつくる）、②地域キャンパス

化（分校化）、③「中山間地存立特定校」の指定、④募集停止のいずれかの方策を

とる。 

 

４「中山間地存立特定校」の基準について 

○地域との協働を「中山間地存立校」を適用した学校よりもさらに強化することに

より、募集定員 40 人でも単独で高校を存続させる道を探る。 

○次の条件をすべて満たす高校は「中山間地存立校」の基準に該当した場合であっ

ても、その例外として「中山間地存立特定校」としての指定を検討する。 

(ア) 県境に近い地域で、近隣の高校と著しく離れている。 

(イ) 教育機会の確保の観点から高校の存続の必要性が高いと判断できる。 

(ウ) 所在する市町村等、地域からの支援を得ながら、高校を単独で存続する体制

を整備できる。 

 

５「地域キャンパス」及び「中山間地存立特定校」がより小規模になった場合について 

○在籍生徒数が 60 人以下の状態が２年連続した場合には、募集停止を検討する。

ただし、卒業生の半数以上が当該高校へ入学している中学校がある場合や、将

来、入学者の増加が予測される場合は慎重に扱う。なお、在籍生徒数は、地域キ

ャンパス化から３年が経過、もしくは「中山間地存立特定校」の指定から３年が

経過した時点以降の生徒数とする。 

 

注１）再編に関する基準等については、令和５年度を初年度として適用する。 

注２）この基準の「在籍生徒数」は、学校基本調査に基づく５月１日現在の数とする。

 



 

 

再編に関する基準等について（改訂版） 

 

 本基準は、令和 12年（2030年）３月を完了目標として推進している「高校改革 ～夢に挑戦する学び～ 

再編・整備計画」（第２期再編）におけるものであるため、その適用も令和 12年（2030年）３月までとす

る。また本基準は、再編・整備計画【一次】【二次】【三次】の対象校以外に対して適用するものであり、

現在行っている再編・整備計画は、本基準と切り離して引き続き進めていく。 

第２期再編後の新たな再編や基準等の必要性については、社会情勢や地域、産業界等の意見を踏まえ、

検討する場の設置を含め引き続き考えていく。 

１「都市部存立普通校」の基準について 

○募集定員 240 人以上が望ましく、さらに規模の大きさを活かせる募集定員 320 人規模の学校の設置

も目指す。 

○規模が縮小し、在籍生徒数が 520 人以下の状態が２年連続した場合には、再編対象として、①他校

との統合（新たな高校をつくる）、②募集停止のいずれかの方策をとる。 

２「都市部存立専門校」の基準について 

○募集定員 120人以上が望ましい。 

○規模が縮小し、在籍生徒数が 280 人以下の状態が２年連続した場合には、再編対象として、①他校

との統合（新たな高校をつくる）、②募集停止のいずれかの方策をとる。 

３「中山間地存立校」の基準について 

○募集定員 80人以上とする。 

○在籍生徒数が 120 人以下の状態が２年連続した場合には、再編対象として、①他校との統合（新た

な高校をつくる）、②地域キャンパス化（分校化）、③「中山間地存立特定校」の指定、④募集停止

のいずれかの方策をとる。 

３-(1)「中山間地存立特定校」指定の基準について 

○募集定員 40人でも単独で高校を存続させる道を残す。 

○県境に近い地域にある高校は原則指定し、地域と協働しながら存続させていく。 

〇県境に近い地域にない高校は、地域が具体的な支援や存続する体制を整備する場合において、 

個別に指定を検討していく。 

３-(2)「地域キャンパス」及び「中山間地存立特定校」がより小規模になった場合の基準について 

○在籍生徒数が 60人以下の状態が２年連続した場合には、募集停止を検討する。ただし、卒業生の

半数以上が当該高校へ入学している中学校がある場合や、将来、入学者の増加が予測される場合

は慎重に扱う。なお、在籍生徒数は、地域キャンパス化から３年が経過、もしくは「中山間地存

立特定校」の指定から３年が経過した時点以降の生徒数とする。 

注１）再編に関する基準等については、令和８年度を初年度として適用する。 

注２）この基準の「在籍生徒数」は、学校基本調査に基づく５月１日現在の数とする。 

注３）「中山間地存立校」「中山間地存立特定校」「地域キャンパス」においては、ICTを活用した遠   

隔授業を積極的に行うことで、学びの質を保障していく。 










